
イメージデータ(ＰＤＦ形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化

【概 要】

第三者作成の添付書類をイメージデータ(ＰＤＦ形式)で送信しても、その紙原本を５年間、保存することが必

要であったが、その保存を要しないこととする。
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税務署長の求めに応じて、
紙原本を提示・提出する義務あり。

税務署長の求めに応じて、
紙原本を提示・提出する義務なし。

<要件>

① 解像度が200dpi相当以上であること
② 赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上

(24ビットカラー)であること
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（事実上、紙原本の保存が必要） （紙原本の保存が不要）


